
新潟市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 
 

 （趣  旨） 

第１条  汚水処理施設未普及地域の早期解消と持続可能な汚水処理対策を推進し、生活排水に

よる公共用水域の水質汚濁を防止するため、新たに浄化槽を設置して汚水処理を行う者に対

し新潟市浄化槽設置整備事業補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内で交付する

ものとし、その交付に関しては新潟市補助金等交付規則（平成１６年新潟市規則第１９号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱によるものとする。 

 

（定  義） 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 浄化槽  浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第２条第１号に規定する浄化槽をい

い、し尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽で、かつ、生物化学的酸素要求量（以下「Ｂ

ＯＤ」という。）の除去率９０％以上、放流水のＢＯＤが２０㎎／Ｌ（日間平均値）

以下の機能を有するものをいう。 

（２） 住宅等 し尿浄化槽の処理対象人員算定基準（建設省告示第３１８４号）の建築用

途に示される住宅及び併用住宅（住宅部分に係るもの。）をいう。 

（３） 単独処理浄化槽 同法第３条の２第２項又は浄化槽法の一部を改正する法律（平成

１２年法律第１０６号）附則第２条の規定により浄化槽とみなされたし尿のみを処理

するもののうち、同法第１１条に規定する法定検査を補助金の申請年度若しくはその

前年度に１回以上受検しているもの又は浄化槽使用再開届出書を申請年度に届け出た

ものをいう。 

（４） くみ取便槽 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第２９条に規定する

基準に適合するくみ取便所の便槽をいう。 

（５） 転換 住宅等において設置された単独処理浄化槽又はくみ取便槽（以下「単独処理

浄化槽等」という。）を原則、全部撤去し、同一敷地内において浄化槽に設置替えす

ることをいう。ただし、浄化槽の設置に伴い、建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号）第６条第１項に基づく確認申請を要しないものをいう。 

（６） 建替え等 住宅等において設置された単独処理浄化槽等を原則、全部撤去し、同一

敷地内において浄化槽に設置替えすることをいう。ただし、浄化槽の設置に伴い、建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項に基づく確認申請を要するもの

をいう。 

（７） 新設 転換及び建替え等に該当しないもので、新たに浄化槽を住宅等に設置するこ

とをいう。 

（８） 宅内配管工事 転換又は建替え等に付帯して宅内配管（便所、台所、洗面所、浴室

等から当該浄化槽への流入管及びます並びに当該浄化槽から敷地に隣接する側溝まで

の放流管をいう。）を設置する工事をいう。 

（９） 単独処理浄化槽等撤去工事 転換又は建替え等に付帯して既設の単独処理浄化槽等

を原則、全部撤去する工事をいう。 

（１０） 合併処理浄化槽整備区域 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項の

認可又は同法第２５条の１１第１項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理



区域、新潟市地域下水道条例（昭和５８年新潟市条例第７号）第３条に規定する処

理区域、農業集落排水事業が予定されている地域及び新潟市浄化槽事業条例（平成

２２年６月２９日新潟市条例第３７号）第３条に規定する整備区域を除く本市全域

をいう。 

（１１） 合併処理浄化槽移行区域 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項の

認可又は同法第２５条の１１第１項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理

区域（令和３年４月１日時点のもの）のうち、浄化槽で汚水処理を行う区域として

市長が別に定める区域をいう。 

 

（補助対象区域） 

第３条  補助金の対象となる区域（以下「補助対象区域」という。）は、本市の区域のうち次

に掲げる区域とする。 

（１） 合併処理浄化槽整備区域 

（２） 合併処理浄化槽移行区域 

（３） その他市長が認める区域 

 

 （補助対象浄化槽） 

第４条  補助金の交付の対象となる浄化槽は、処理対象人員１０人以下の浄化槽（合併処理浄

化槽設置整備事業における国庫補助指針（平成４年１０月３０日付け衛浄第３４号厚生省生

活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。）が適

用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものに限る。）とし、環境配慮型浄化槽適合

機種とする。 

 

 （補助対象者） 

第５条  補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、住宅等において次

の各号の一に該当する者とする。 

（１） 補助対象区域における住宅等において転換又は建替え等を行い、その住宅等で居住

しようとする者 

（２） 合併処理浄化槽移行区域における住宅等において新設を行い、その住宅等で居住し

ようとする者 

２  前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、補助対象者としない。 

（１） 浄化槽法第５条第１項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号）第６条第１項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者 

（２） 住宅等を借りている者で、賃貸人等の承諾を得られないもの 

（３） 市税を滞納している者 

（４） 新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成８年７月２日条例第２６号)

別表第１に規定する一般廃棄物処理手数料（し尿）を滞納している者 

（５） 転換又は建替え等の場合、浄化槽を設置しようとする場所と同一敷地内に居住して

いない者 



（６） その他市長が補助金を交付することが適当でないと認める者 

 

（補助金額） 

第６条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表１の左欄に掲げる

区分に応じ、同表の右欄に定める額を限度とする。ただし、当該設置に係る工事費が限度額

未満のときは、当該工事費の額（当該工事費の額に１，０００円未満の端数があるときは、

当該端数を切り捨てた額）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、宅内配管工事を行う場合は、別表２の右欄に定める額を限度と

した金額に、前項に定める額を加えて得た額を補助金の額とする。ただし、当該宅内配管に

係る工事費が限度額未満のときは、当該工事費の額（当該工事費の額に１，０００円未満の

端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）に、前項に定める額を加えて得た額を補助金

の額とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、単独処理浄化槽等撤去工事を行う場合は、別表３の左欄に掲げ

る区分に応じ、同表の右欄に定める額を限度とした金額に、前２項に定める額を加えて得た額

を補助金の額とする。ただし、当該単独処理浄化槽等の撤去に係る工事費が限度額未満のとき

は、当該工事費の額（当該工事費の額に１，０００円未満の端数があるときは、当該端数を切

り捨てた額）に、前２項に定める額を加えて得た額を補助金の額とする。 

 

（補助金交付申請） 

第７条  規則第６条の規定による補助金の申請は、毎年４月１日以降に国からの交付金の内示

が通知されてから当該年度の１月末日かつ補助金に係る工事の着手前までに補助金交付申

請書（別記様式第１号）により行うものとする。 

２  規則第６条の規定により申請書に添付する書類は次のとおりとする。 

（１） 国庫補助指針が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合することを証する書類 

（２） 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築基準法第６条第１項の規定に

よる確認済証の写し 

（３） 浄化槽の工事請負契約書及び工事施工監督する者の資格を証明する書類の写し 

（４） 浄化槽設置工事費の見積書の写し 

（５） 住宅等の平面図、浄化槽の設置位置を示す図面及び配管系統図 

（６） 住宅等を借りている場合は、賃貸人の承諾書 

（７） 設置状況を示す写真及び単独処理浄化槽等が接続されている住宅等の全景写真（単

独処理浄化槽等からの転換又は建替え等に係る補助金の申請をする場合に限る。）並

びに単独処理浄化槽等の設置位置を示す図面 

（８） 浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証 

（９） 新潟市制度用納税証明書（申請日から２週間以内のもの） 

（１０） 宅内配管工事費の見積書の写し（宅内配管工事に係る補助金の申請をする場合に

限る。） 

（１１） 単独処理浄化槽等撤去費の見積書の写し（単独処理浄化槽等からの転換又は建替

え等に係る補助金の申請をする場合に限る。 



（１２） その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付の決定） 

第８条  規則第７条の規定により、補助金を交付すると決定した場合は補助金交付決定通知書

（別記様式第２号）により、交付しないと決定した場合は補助金不交付決定通知書（別記様

式第３号）によりそれぞれ当該者に通知する。 

 

（変更承認申請書） 

第９条  規則第１０条の規定による補助事業の変更の承認申請は、変更承認申請書（別記様式

第４号）により行うものとする。 

 

（実績報告） 

第１０条  規則第１３条の規定による実績報告は、補助金に係る事業完了後１カ月以内又は補

助金の交付決定に係る当該年度の３月１５日のいずれか早い日までに実績報告書（別記様式

第５号）により行うものとする。 

２  規則第１３条第３号の規定により報告書に添付する書類は次のとおりとする。 

（１） 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し 

（２） 浄化槽設置工事費の領収書の写し 

（３） 浄化槽法第７条及び第１１条に基づく法定検査の依頼を浄化槽法第５７条に基づく

指定検査機関が受諾したことを証する書類の写し 

（４） 浄化槽の維持管理等に関する誓約書（別記様式第６号） 

（５） 単独処理浄化槽の使用廃止届出書の写し（既設単独処理浄化槽からの転換及び建替

え等に限る。） 

（６） 浄化槽を設置する工事の施工状況写真 

（７） 宅内配管工事の施工状況写真及び宅内配管工事費の領収書の写し（宅内配管工事に

係る補助金の申請をした場合に限る。） 

（８） 単独処理浄化槽等を撤去する工事の施工状況写真及び単独処理浄化槽等撤去費の領

収書の写し（単独処理浄化槽等からの転換又は建替え等に係る補助金の申請をした場

合に限る。） 

（９） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３第５項若しくは同法第１２条の５

第５項の規定により送付を受けた産業廃棄物管理票の写し又は同条第４項の規定に

よる通知の内容を出力した書面（単独処理浄化槽等撤去工事又は宅内配管工事に係る

補助金の申請をした場合に限る。） 

（１０） 住所変更届出書（別記様式第７号）（新設に限る。） 

（１１） その他市長が必要と認める書類 

 

（協力） 

第１１条  市長は、補助金を交付した者に対し、浄化槽の使用実態調査その他の協力を求める

ことができる。 



 

（その他） 

第１２条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附  則 

  （施行期日） 

 １ この要綱は、平成２年４月１日から施行する。 

  （この要綱の失効） 

 ２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附  則 

 この要綱は、平成３年８月１日から施行する。 

   附  則 

  （施行期日） 

 １  この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

 ２  この要綱による改正後の新潟市合併処理浄化槽等設置に係る補助金交付要綱の規定は、

平成５年６月１日以後に浄化槽工事が竣工するものから適用する。 

 

   附  則 

 この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附  則 

  （施行期日） 

 １  この要綱は、平成１８年６月１日から施行する。 

  （経過措置） 

 ２  改正後の別表の人槽区分の欄「５」「１１～２０」「２１～３０」「３１～５０」の項

の規定については、この要綱の施行の日以後に交付決定をしたものから、その他の規定に

ついては、平成１８年４月１日以後に交付決定をしたものから適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第２条の要綱の失効にかかる規定は

平成３１年３月２６日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。ただし、要綱の失効にかかる規定は令和２年

３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。ただし、要綱の失効にかかる規定は令和３年

３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年３月３１日から施行する。ただし、要綱の失効にかかる規定は令和６

年３月３１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第６条関係） 

区分 限  度  額（円） 

浄化槽の新設 

５人槽 

６～  ７人槽 

８～１０人槽 

  ４０５，０００ 

  ５７０，０００ 

  ９９０，０００ 

既設単独処理浄化槽から転換 

又は建替え等 

５人槽 

６～  ７人槽 

８～１０人槽 

  ４０５，０００ 

  ５７０，０００ 

  ９９０，０００ 

既設くみ取便槽から転換 

又は建替え等 

５人槽 

６～  ７人槽 

８～１０人槽 

  ４３５，０００ 

  ６００，０００ 

１，０２０，０００ 

 

別表２（第６条関係） 

区分 限  度  額（円） 

宅内配管工事 

 

  ３００，０００ 

 

 

   別表３（第６条関係） 

区分 限  度  額（円） 

単独処理浄化槽等撤去工事 

単独処理浄化槽   １２０，０００ 

くみ取便槽    ９０，０００ 

 



別記様式第１号（第７条関係） 

                                年    月    日 

 

 

（宛先）新潟市長 

 

 

                  申請者  住所 

 

                      氏名                        

 

                      （電話番号） 

 

 

補  助  金  交  付  申  請  書 

 

 

    年度において、浄化槽等を設置したいので、新潟市浄化槽設置整備事業補助金 

交付要綱第７条第１項の規定により、下記のとおり補助金の交付を申請します。 

 

記 

  １  設 置 場 所 の 

      地 名 地 番 

 

 

  ２  浄化槽の型式 名称                認定番号 

  ３  浄化槽の人槽 人槽 

  ４  交 付 申 請 額 

金                     円 

うち 宅 内 配 管 工 事 費            円 

単独処理浄化槽等撤去費           円 

 ５ 設 置 区 分 

１ 既設の単独処理浄化槽からの □転換 □建替え等 

 ２ 既設のくみ取便槽からの □転換 □建替え等 

 ３ 合併処理浄化槽移行区域における新設 

  ６  住 宅 所 有 者 １ 本人     ２ 共有（    人）   ３ その他（     ） 

  ７  住 宅 の 種 類 

１ 住宅                                ㎡ 

 

２ 店舗等併用住宅 

     （延べ床面積                   ㎡） 

   （居住部分の床面積               ㎡） 

８  着工予定年月日 年    月    日 

  ９  工事完了予定 

      年 月 日 
年    月    日 

 



別記様式第２号（第８条関係） 

                                新  第    号 

                                年    月    日 

 

 

           様 

 

                          新潟市長      印 

 

 

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

 

 

   年    月    日付けで申請のあった新潟市浄化槽設置整備事業補助金については、

下記により交付します。 

 

記 

 

 Ⅰ  交付金額    金              円 

うち 宅 内 配 管 工 事 費            円 

単独処理浄化槽等撤去費           円 

 Ⅱ  交付条件等 

  １  補助対象者は、        年    月    日までに補助事業を完了しなければならな 

   い。 

 

  ２  承認事項等 

  （１）補助対象者は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ新潟市長の承認を 

    受けなければならない。 

    ア  補助事業の内容を変更しようとするとき。 

    イ  補助事業を中止若しくは廃止しようとするとき。 

    ウ  補助事業により取得し、又は効用の増加した浄化槽を補助金等の交付の目的

に反して使用や、譲渡等をするとき。 

  （２）補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行 

    が困難となった場合においては、その理由、その他必要な事項を新潟市長に報告 

    し、その指示を受けなければならない。 

  ３  状況報告 

    補助対象者は、補助事業の遂行の状況に関し、新潟市長の要求があったときには 

      直ちに新潟市長に報告しなければならない。 

  ４  実績報告 

補助対象者は、補助金に係る事業完了後１カ月以内又は補助金の交付決定に係る

当該年度の３月１５日のいずれか早い日までに実績報告書により行うものとする。 



別記様式第３号（第８条関係） 

                                新  第    号 

                                年    月    日 

 

 

           様 

 

 

                           新潟市長      印 

 

 

補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 

 

 

     年    月    日付けで申請のあった新潟市浄化槽設置整備事業補助金につい

ては、下記の理由により不交付と決定する。 

 

 

記 

 

 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第４号（第９条関係） 

                                年    月    日 

 

 

（宛先）新潟市長 

 

 

                  補助対象者  住所 

 

                        氏名                      

 

 

変  更  承  認  申  請  書 

 

 

     年    月    日付け新   第    号  で補助金交付決定を受けた新潟市浄化

槽設置整備事業補助金について、申請内容を下記のとおり変更したいので、承認願います。 

 

 

記 

 

 

  １．補助金申請内容の変更 

 

  ２．補助事業の中止 

 

  ３．補助事業の廃止 

 

 

  （理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第５号（第１０条関係） 

                                年    月    日 

 

 

（宛先）新潟市長 

 

 

                 補助対象者  住所 

 

                       氏名                        

 

 

実   績   報   告   書 

 

 

    年    月    日付け新   第      号    で交付決定の通知を受けた浄化槽等 

の設置が完了したので、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１．  補助金交付決定額    金                     円 

うち 宅 内 配 管 工 事 費            円 

単独処理浄化槽等撤去費           円 

 

 

 

２．  事業完了年月日              年    月    日 

 



別記様式第６号（第１０条関係） 

 

 

                                年    月    日 

 

 

（宛先）新潟市長 

 

 

申請者 住 所 

 

氏 名                       

 

 

 

浄 化 槽 の 維 持 管 理 等 に 関 す る 誓 約 書 

 

 

 私がこのたび新潟市浄化槽設置整備事業補助金の交付を受け、浄化槽を設置するにあた

り、下記の事項を適正に実施することを誓約します。 

 

 

記 

 

 １ 浄化槽法第７条に規定する法定検査の受検 

 

 ２ 浄化槽法第１１条に規定する法定検査の受検 

 

 ３ 浄化槽法第１０条に規定する保守点検の実施 

 

 ４ 浄化槽法第１０条に規定する清掃の実施 

 

 ５ 地域住民に迷惑をかけないよう適正な使用に努め、維持管理の徹底を図るとともに、

万一、苦情等が生じた場合は責任をもって解決する。 

 

 

 

 

※ 住所・氏名は申請者の自筆記載としてください。 



別記様式第７号（第１０条関係） 

 

  年  月  日 

 

 

（宛先）新潟市長  

 

 

                 補助対象者 住所 

 

                       氏名            

   

 

住 所 変 更 届 出 書 

 

 

  年  月  日付新  第  号  で補助金交付決定を受けた新潟市浄

化槽設置整備事業補助金について、補助対象者の住所を下記のとおり変更した（又

は変更を予定している）ので届け出ます。 

 

 

記 

 

 

旧住所  

新住所  

変更予定日 

（住所を変更していな

い方のみ） 

令和   年   月   日 

 

 


